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山陽小野田市農業委員会 

第３２回 

総 会 議 事 録 

 

１．開催日時 令和２年２月１０日午後１時３０分から午後２時３０分 

 

２．開催場所 山陽小野田市保健センター２階 集団指導室 

 

３．出席委員 

     会     長    ３  村 上 俊 治 

会長職務代理者   １４  松 村 孝 子 

委     員    １  齊 藤  勇 

２  梶 田 智 志 

４  眞 鍋 喜久夫 

５  前 島 昭 博 

                ６  二 井 一 夫 

               ７  重 永 達 記 

                ８  山 本 シゲ子 

 ９  田 中  覺 

１０  五十嵐  奨 

１１  辻 村 勝 好 

１２  村 上 雅 彦 

               １３  森 田 祐 三 

  

 

４．欠席委員        

     なし 
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５．議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

  第２ 会議書記の指名 

  第３ 議案第１３３号  農地法第３条 権利の移動 

議案第１３４号  農地法第５条 転用を目的とする権利移動 

報告第 ５９号  農地法第５条第１項ただし書きの規定による届出について 

報告第 ６０号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

議案第１３５号  農用地利用集積計画について 

 

その他 

 

 

６．農業委員会事務局職員 

     事務局長  幡 生 隆太郎 

     事務局主査 吉 田 悦 弘 

     事務局書記 西 田  実 
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7.議会の概要 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

２番 

 

定刻になりましたので、只今より第 32 回山陽小野田市農業委員会総

会を開会いたします。 

（起立、礼、着席） 

本日の欠席委員はありません。 

それでは議事日程のとおり進めてまいりたいと思います。 

総会では申請人の住所、氏名、土地の表示などの個人情報に関わる

事項については、議案説明において読み上げませんので、よろしくお

願いします。 

本日の議事録署名委員は 11 番辻村委員と 12 番村上雅彦委員にお願

いします。 

それでは議事に入ります。 

議案第 133 号、「農地法第 3 条の規定による許可申請について」を上

程します。事務局の説明を求めます。 

今月の農地法第 3 条の許可申請は 2 件です。 

議案第 133 号番号 54 について議案書をもとに説明いたします。 

議案書 1 ページをご覧ください。譲受人・譲渡人、土地の表示等

は、議案書記載のとおりです。地目は田、面積は 2,335 ㎡です。位置

図は 2 ページ、公図は 3 ページをご覧ください。 

申請地は、市役所から東へ約 0.9ｋｍに位置する農用地内の農地で

す。 

譲受人の耕作面積は 4,716 ㎡で、自作です。 

権利設定等の事由は、農業経営規模を拡大したい譲受人の要望に、

体力面で耕作が困難となり農業経営規模を縮小したい譲渡人が応じた

ものです。 

譲受後は水稲を栽培する予定です。 

売買による所有権の移転になっております。 

本件は農地法第 3 条第 2 項に該当していないため、許可の要件を満

たしていると考えられます。 

次に現地調査報告を行います。 

なお、報告に当たっては、個人情報保護の観点から個人名などは使

わず、譲渡人、譲受人等で表現してください。 

現地調査報告をさせていただきます。現地の位置につきましては事

務局より説明がありましたので省略させていただきます。 



- 4 - 
 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月 5 日に、事務局 2 名と村上会長、私の 4 名で現地の確認をさせ

ていただきました。周辺の状況は西側が宅地、その他 3 面は農地で耕

作中でした。申請地も同じく耕作中でした。譲渡人は高齢で管理等が

困難なため譲り渡すそうです。譲受人は現在 45a を耕作中で、農業機

械等も揃っており、耕作可能と考えます。以上の事から特に問題はな

いと思います。報告を終わります。 

何か質問はありませんか。 

無いようでしたらこれより採決に入ります。議案第 133 号番号 54 に

賛成の方の挙手を求めます。 

(全委員挙手) 

全員賛成により承認することといたします。   

次に番号 55 について事務局の説明を求めます。 

議案第 133 号番号 55 について議案書をもとに説明いたします。 

譲受人・譲渡人、土地の表示等は、議案書記載のとおりです。 

地目は畑、面積は 3,977 ㎡です。位置図は 4 ページ、公図は 5 ペー

ジをご覧ください。 

申請地は、埴生支所から西へ約 1.4ｋｍに位置する農用地内の農地

です。譲受人の耕作面積は 17,944 ㎡で、自作です。 

権利設定等の事由は、農業経営規模を拡大したい譲受人の要望に、

高齢により耕作が困難となった譲渡人が応じたものです。 

譲受後は柑橘類と野菜を栽培する予定です。 

贈与による所有権の移転になっております。 

本件は農地法第 3 条第 2 項に該当していないため、許可の要件を満

たしていると考えられます。 

次に私の方から現地調査報告を行います。 

周辺の状況は、南北ともビニールハウスを建てて耕作中です。東側

には水路があり、西側は道路に面しております。当該地は B 判定に近

い農地となっていました。かなり木も生えており、農地に戻すのは大

変そうだと思いました。譲受人が復元するとの事でしたが木が多いた

め、パワーショベルの導入が必要なのではないかと思います。譲渡人

は高齢で耕作が困難なため譲り渡すとの事でした。譲受人は他にも数

十棟ビニールハウスと露地野菜を約 1.8ha 耕作しており、農業機械等

も揃っていることから特に問題となる事項はないと思います。以上で

報告を終わります。 

何か質問はありませんか。 

無いようでしたらこれより採決に入ります。議案第 133 号番号 55 に
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議長 

2 番 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

9 番 

 

局長 

賛成の方の挙手を求めます。 

(全委員挙手) 

全員賛成により承認することといたします。   

次に議案第 134 号「農地法第 5 条の規定による許可申請について」

を上程します。 

事務局の説明を求めます。 

今月の農地法第 5 条の許可申請は 4 件です。 

議案第 134 号番号 137 について議案書をもとに説明いたします。 

譲受人、譲渡人、土地の表示等は、議案書記載のとおりです。地目

は田、面積は 1,136 ㎡です。位置図は 7 ページ、公図は 8 ページ、土

地利用図は 9 ページをご覧ください。 

申請地は、市役所から北東へ約 3.0ｋｍに位置する公共投資の対象

となっていない小団地の第 2 種農地です。 

転用目的は、太陽光発電施設の設置です。 

申請の理由は、太陽光発電施設を設置して再生可能エネルギーの売

電事業を行いたい譲受人の要望に、高齢により農地の維持管理が困難

となった譲渡人が応じたものです。 

契約の種別は、売買による所有権の移転となっております。 

本件は、「他に適当な土地がないため」、許可基準を満たしていると

考えられます。 

なお、本件は開発許可と同時施行となります。 

次に現地調査報告をお願いします。 

現地の報告をさせていただきます。周辺の状況は西側が宅地、北側

が保全管理中で東側が道路、南側はコンクリートの水路でした。申請

地の状況は保全管理中となっていました。雨水処理に関しては自然流

下で南側の水路に放水します。申請地への進入路の位置は図面右端

で、幅員は約 3ｍです。周辺農地への取水、排水および進入路への影

響はありません。隣接地との境界は畦畔等の既設構造物で確認できて

います。以上の事から特に問題となることはないと思います。報告を

終わります。 

何か質問はありませんか。 

(挙手あり) 

どうぞ。 

この近辺には太陽光がたくさんあるが、太陽光で転用して宅地化し

たものはないですか。  

調査していません。 
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これは区画形質の変更をしなければ 1136 ㎡の建築物が建つわけです

が、今は 1000 ㎡以上が開発に引っかかると思うのですが。 

開発行為の届出は 1000 ㎡以上で必要になります。聞くところによる

と、山口県の東部は客土をせず田にそのまま構造物を作る際は、開発

の届出が必要ないところもあるようです。当市の場合は客土をしなく

ても、1000 ㎡を超える場合は開発の届出が必要となっています。 

それはわかっていますが、資金のある人であればここに一軒家を建

てることもできるのではないですか。 

一応、転用が終わって太陽光発電の完了届が出てしまえば農地では

なくなり、農業委員会から手が離れるので、こちらの関与するところ

ではなくなります。 

都市計画法でいうと開発というのは、区画形質の変更ですよね。こ

れを分筆した場合は 1000 ㎡になるので、同じ宅地でも、もう一度都市

計画の開発をかけないといけない。その手を使えば資金さえあれば一

人の人が大きな土地を取得することが出来る訳ですよね。 

一般的に考えて太陽光発電施設を作って直ちに撤去し、住宅地等に

するというのはちょっと考えにくいと思いますが、いずれにしても完

了届が出た後であれば可能です。 

今売電価格は 42 円から半分の 21 円に下がっています。これで採算

が取れるのだろうかといつも思うのですが、どうなんでしょうか。 

今の田中委員が懸念されていることについては私も思うところがあ

るのですが、現状は設備投資も安くなっているということで、およそ

20 年で元が取れると聞いたことがあります。 

わかりました。 

他に質問はありませんか。無いようでしたらこれより採決に入りま

す。議案第 134 号番号 137 に賛成の方の挙手を求めます。 

(全委員挙手) 

全員賛成により承認することといたします。   

次に番号 138 について事務局の説明を求めます。 

議案第 134 号番号 138 について議案書をもとに説明いたします。 

譲受人、譲渡人、土地の表示等は、議案書記載のとおりです。地目

は田、面積は 441 ㎡です。位置図は 10 ページ、公図は 11 ページ、土

地利用図は 12 ページをご覧ください。 

申請地は、総合事務所から南西へ約 3.3ｋｍに位置する公共投資の

対象となっていない小団地の第 2 種農地です。 

転用目的は、太陽光発電施設の設置です。 



- 7 - 
 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請の理由は、太陽光発電施設を設置して再生可能エネルギーの売

電事業を行いたい譲受人の要望に、高齢及び遠隔地のため農地の維持

管理が困難となった譲渡人が応じたものです。 

契約の種別は、売買による所有権の移転となっております。 

本件は、「他に適当な土地がないため」、許可基準を満たしていると

考えられます。 

続いて私の方から現地調査報告を行います。 

周辺の状況は 1348 と 1349 が保全管理中でした。1294-1 は田でここ

だけ耕作していた形跡がありました。それ以外はほとんど保全管理中

でした。南側が国道の法面で側道へつながっており、幅員は約 2.5m で

した。当該地は保全管理中です。ここに太陽光発電を設置すると面積

があまり大きくないため先ほどもあったように採算がとれるのか少し

不安な面もあります。現地は道路面より約 0.5ｍ低い状態ですが埋立

等は行わず、そのまま設置するようです。雨水については自然流下で

側溝へ排水します。境界については境界杭は一部ありましたが、ない

部分については構造物等で確認できています。その他特に問題となる

事項はありませんでした。以上で報告を終わります。 

何か質問はありませんか。 

無いようでしたらこれより採決に入ります。議案第 134 号番号 138

に賛成の方の挙手を求めます。 

(全委員挙手) 

全員賛成により承認することといたします。   

次に番号 139 について事務局の説明を求めます。 

議案第 134 号番号 139 について議案書をもとに説明いたします。 

譲受人、譲渡人、土地の表示等は、議案書記載のとおりです。地目

は田、面積は 1,939 ㎡です。位置図は 13 ページ、公図は 14 ページ、

土地利用図等は 15 ページから 21 ページまでをご覧ください。 

申請地は、南支所から南へ約 1.5ｋｍに位置する都市計画法に定め

られた用途地域内の第 3 種農地です。 

転用目的は、デイサービスセンター及び単身者専用共同住宅の建設

です。 

申請の理由は、申請者は近郊でデイサービス事業を展開しており、

利用者からのニーズに応えるため、需要が見込まれる申請地で事業を

行いたい譲受人の要望に、住宅や道路に囲まれ農作業が困難となった

譲渡人が応じたものです。 

契約の種別は、売買による所有権の移転となっております。 
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本件は、「第３種農地」であるため、許可条件を満たしていると考え

られます。 

なお、本件は開発許可と同時施行となります。 

次に現地調査報告をお願いします。 

現地の報告をさせていただきます。周辺の状況は西側と南側が宅

地、北側が耕作中の田で、東側は市道となっています。申請地の状況

は保全管理中でした。雨水処理に関しては周囲全てに側溝を配置し、

排水します。汚水に関しては合併浄化槽にて処理します。埋立法面の

処理は北側以外の 3 面はコンクリート張りです。申請地への進入路の

位置は図面東側で幅員は 5ｍです。周辺農地への取水、排水および進

入路の影響はありません。境界については境界杭で確認しています。

以上の事から特に問題はないと思います。報告を終わります。 

何か質問はありませんか。 

無いようでしたらこれより採決に入ります。議案第 134 号番号 139

に賛成の方の挙手を求めます。 

(全委員挙手) 

全員賛成により承認することといたします。   

次に番号 140 について事務局の説明を求めます。 

議案第 134 号番号 140 について議案書をもとに説明いたします。 

議案書 6 ページをご覧ください。譲受人、譲渡人、土地の表示等

は、議案書記載のとおりです。 

地目は田、面積は 1,740 ㎡です。位置図は 22 ページ、公図は 23 ペ

ージ、土地利用図は 24 ページをご覧ください。 

申請地は、南支所から東へ約 0.9ｋｍに位置する都市計画法に定め

られた用途地域内の第 3 種農地です。 

転用目的は、太陽光発電施設の設置です。 

申請の理由は、太陽光発電施設を設置して再生可能エネルギーの売

電事業を行いたい譲受人の要望に、現在、農業経営を行っておらず、

農地を荒廃させている譲渡人が応じたものです。 

契約の種別は、売買による所有権の移転となっております。 

本件は、「第３種農地」であるため、許可条件を満たしていると考え

られます。 

なお、申請地の東には山林があり、24 ページの土地利用図のとお

り、日照がさえぎられる箇所を「日陰部分」として図示しています。

現地調査においては、申請地の他の箇所に比べ当該部分の日照が良く

ないことが確認されています。 
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議長 

11 番 

 

おって、本件は開発許可と同時施行となります。 

現地調査報告をお願いします。 

現地の報告をさせていただきます。南側が耕作中で北側は保全管理

中、西側はコンクリートの排水路で東側が道路となっています。申請

地の状況は保全管理中でした。雨水に関しては自然流下で西側の排水

路に排水します。申請地への進入路の位置は図面東側からで幅員は 2

ｍです。周辺農地への取水、排水および進入路の影響はありません。

境界については、畦畔等で確認しています。以上の事から特に問題は

ないと思います。報告を終わります。 

何か質問はありませんか。 

(挙手あり) 

どうぞ。 

番号 137 と 140 で会社名が違うのに代表者が一緒ですが、これはど

のような使い方をしているのでしょうか。 

代表者は同一ですがあくまで別会社となります。 

それは何かメリットがあるのでしょうか。 

メリットがあるかはわかりませんが、代表者が同一の別会社となっ

ています。 

分かりました。私からは以上です。 

他にありませんか。 

(挙手あり) 

どうぞ。 

パネルの配置についてですが効率が悪いように思えるのですが何か

意味があるのでしょうか。日陰部分を考慮しても配置が非常に悪いと

感じます。 

この件は技術的な問題かもしれませんが、太陽光発電は出力が 50kw

を超えるか超えないかで大きな差があります。おそらく、パネルの数

で出力の調整をしているのではないかと思います。また、自己用住宅

では建蔽率が 22％以上という運用がありますが、太陽光は特に定めが

ありませんので、今配置が悪いと言われましたが、このような配置は

県の常設審議委員会の中でもよく見受けられます。 

わかりました。 

よろしいでしょうか。(挙手あり) 

どうぞ。 

この業者さんが現地から北に 0.5km ほど行ったところに昨年だった

と思いますが工事に入って、地元の人もなんでこんなにスカスカで半
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分も空けた状態でやってるのか不思議がっていました。質問ではなく

意見でした。以上です。 

他にありませんか。 

無いようでしたらこれより採決に入ります。議案第 134 号番号 140

に賛成の方の挙手を求めます。 

全員賛成により承認することといたします。   

次に報告第 59 号「農地法第 5 条第 1 項ただし書きの規定による届出

について」事務局の説明を求めます。 

今月の農地法第 5条第 1項ただし書きの規定による届出は 1件です。  

報告第 59 号番号 17 について議案書をもとに説明いたします。 

議案書 25 ページをご覧ください。貸付人・借受人及び土地の表示等

は議案書記載のとおりです。地目は田、面積は 2,637 ㎡の内 352 ㎡で

す。 

位置図は 26 ページ、公図は 27 ページ、土地利用図等は 28 ページを

ご覧ください。 

申出地は、総合事務所から北へ約 5.6ｋｍ、農用地内にあります。 

本件は、公共事業準用河川宗末川河川災害復旧工事による仮設道路

の設置に伴う通知です。 

事業終了後、原状回復されます。 

次に私の方から現地調査報告を行います。4449 番地と 4451 番地の

一部が対象地となります。水路と書いてありますがこちらの方に河川

が通っておりましてここの一部分が崩壊しています。ここを災害復旧

事業で直されるとの事で、幅員 5m で全長 64m の作業道をつけられると

の事で、表土を剥がして真砂土を入れて工事完了後は真砂土を撤去し

て表土を元に戻すとの事でした。期間は今年の 3 月末までを予定して

いますので田植え等、営農に支障はないと思います。以上で報告を終

わります。 

何か質問はありませんか。 

無いようでしたら報告第 59 号番号 17 の審議を終わります。 

次に報告第 60 号「農地法第 18 条第 6 項の規定による通知につい

て」事務局の説明を求めます。 

今月の農地法第 18 条第 6 項の規定による通知は番号 139 の 1 件で、

現契約を合意により解約するものです。ご審議の程お願いします。 

何か質問はありませんか。 

無いようでしたら報告第 60 号の審議を終わります。 

次に、議案第 135 号「農用地利用集積計画」について、事務局の説
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明を求めます。 

議案第 135 号 農用地利用集積計画について議案書をもとに説明し

ます。 

今月の農業経営基盤強化促進法第 18 条に基づく農用地利用集積計画

は、整理番号 9 番から 12 番までの 4 件、4 筆、11,647 ㎡です。 

ご審議の程お願いします。 

質問はありませんか 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方の挙手を求めます。 

(全委員挙手) 

全員賛成により、議案第 135 号は原案どおり決定することとしま

す。 

以上で本日の議案及び報告の審査はすべて終了しました。 

次回の現地調査は、3 月 5 日(木)９時から、山本委員、二井委員で

お願いします。 

第 33 回総会は、3 月 10 日(火)１３時３０分からで、会場は保健セ

ンター集団指導室です。 

以上をもちまして第 32 回山陽小野田市農業委員会総会を終了いたし

ます。 

（起立、礼） お疲れ様でした。 

午後 ２時 ３０分  閉会 


